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事　　　　　　　 例　　　　　　　 名 処 理 区　 分 処　　　　 ．埋　　　　　　 内　　　　　　 容

（食品衛生法 ）

41．食物に直接ふれることの ない機械の部品の食品

等輸入届 出書の提出 ・

42．加工用 中間原軸 の ラベル表示の免除

c

C

A

A

A

B

食串に直接触れ ることの ない敬賊の郡品は届 出の 対象 としていない。

利用者に対す る情報 提供等のため．不可欠で ある。

J

43．B D B の残留濃度検査期間の短縮 5 6 年 1 2 月検査の簡 素化 を図 った。 （運用 で措置済み ）

44．乳製品及び ジーース等の規格毎の制定過程 及び 規格基準等．．の英文化 を行った′。引 き続 き食品添加物の 公定事の英文版 の

l
内容の明確化

（食品衛生法 ）

′（饅柿物資の規格化及び 品質表示の適正化に関す

る法律 ）

（45） 同種表示の統－

（ 水　 道　 法 ）

46．米国の水質検査方法 （A M O O ，A E P A － 1 ）の

改訂等を行 う。在京大使館．業界団 体等に対 し情報提供 を行 う。

関係法令は革複 して表示することを要求 してい ない。東 に，周知徹底 を

図 るため厚生省食品衛生監視員事務所‘忙品質基準 の手引 き （J A S ）を備え

偉 さ，輸入関係者に喪供す る等の措置 を講ず る。

米 国か らの資料 の輯 出があれば． 8 本の検査体制に照 らした技術的な検

採用 封 を直ちに行 う。 （内規 ）
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事　　　　　　　 例 ’　　　　　 名 処 理 区 分 処　　　　　　 理　　　　　　 内　　　　　　 容

（家畜伝染病予防法 ）

47．ベノしギー産加工食肉の輸入検疫

48．7 ル ゼソテン産牛肉の輸入検疫

l
I‘

49．ユー・ゴス ラビア． ルーマ主了， オ」ス トリア産

A

D

A

A

A

B

A

ベルギーに対 し，食料 を要求中であ 少．提 出食料 を検討の上，同園 に専

門 家を派遣 し．最終結論を出す予定である。 （省令 ）

アルゼ ／チ／では．ロ蹄疫が発生 してお 少，輸入 解禁で きないが，指定

工場で所定の基準により加熱処理 した ものは，輸入禁止の対 象か ら除外 し

てレヽ る。

三国の家畜衛生状況について調査 し， 5 6 年 1 1 月に解禁等 を行った。

加 工食肉の輸入検疫 （省令 ）（一指置済み ）

t
50．生体牛の検査施設の拡充

（農林物資の規格化及び品質表示の．適正化に関す

る法律 ）

51．缶詰の製造年 月日の 劾印

既存検査施設の収容能力吼　 全体 と して充分な状況 となっている。

一部検査施設への集中は車痢届 出の活用に よタ回避 してい‘る。 （措置済

み ）

農林規格検査所等 に対 し． 5 6 年度 中忙文書 で指示 を行 う。

52．果肉缶詰の個教表示 消費者保護の観点に も留意 して引き続 き検討を行 う。

53．合板規格の改正 白腐れについてはt だ試験の段階推 あるが，試験 を終了 した接着力及び

節に係る御舟については．具体’的基準に閲 し合乾業 界等国内関 係者 と協議

の上． で きるだけ早期に改正案を取・少章とめ関係国に提示 し， 草該関係国

の理解が得 られれば，所要の手続を経 て，規格の改正を行 う。 （告示 ）
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串　　　　　　　 例　　　　　　　 名 処 理 区　分 処　　　　　　　 理　　　　　　　 内　　　　　　　 容

（農林物貴の規格化及び品質表示の適正化に関‘す ‘

る法律 ）

54．テリアクパイ ン製材に係るJ A S の改正 ）

（農林物資の規格化及び品質表示の通草化 に関す

る法律 ）　　　　　　　　　　　　　 ．

l（食品衛生法 ）

（45） 同種表示の統一

！

（農業機械化 促進法 ）

55．鼻薬麻 トラクターの検査期間申点描化

（農薬取締法 ）

56．農薬の新貌登録の取扱いの明確化

57．毒性試験について， 0 1－P 制度の早期導入

A

A

A

A

c

ニ ュー ジーラン ド．チ リか ら改革要 望のあ ったJ A S 平均年輪幅基準 に

つい ては． これを受けて． 5 6 年 1 2 月 J A S 規格を改正 した。 （告示 ）

（搾置済み ）

‘関係 法令は重複 して表示することを要‘してい ないが，東 に周知徹底す る

・ため．厚生省食品衛生監視員 事務所 に品質表示基準の車引 きを備え置 き．

輸 入薗係者 に提供する革の稽圏 を讃す る。

1 年以上要 してい た検車期間は，最近半年程度に短縮されてい る0

（措慢済 み ）

5 ・3 年以降毒性 試験に着手 した農薬 を含 め， 5 6 年以降 も従 前過 少の取

扱 いをすることとしている。 （措置碑み ）

農薬について O h P 制度 を実施 している国はない。
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事　　　　　　 例　　　　　　 名 処 理 区∴分 処　　　　　　　 理　　　　　　　 内　　　　　　　 容

（植物 防疫 法 ）

58．豪州産 オ レ ンジ生 果 実 の輸 入検 疫

59．台湾 産 メ ロン等 生 果 実 の 輸入 解禁手 続 の簡 素化

l
l

60．フ ィ リピ ン． 了ル ゼ ンチ ン． トル コ， チ リか ら

A

D

D

A

B

D

米 国環 境保 渡 庁 が E D B （・オレンジの くん 蒸 剤 ）に つ い て 使用 規 制 を嘩 討

中で あ るの で． と 少あえ．ず は ． その 結 論 が 出 る春 頃 （・予堰 ）まで 米国 に か

け る規 制 の推 癖 を見極 め， そ の 上 で輸 入．解禁 の た め の 手続 を進 め る 。

（省 令 ）．

輸入 解 禁手 続 に つ い ては ． 必 翠最 ′j、隈 の もの で あ・少．そ の 簡 素 化 は田 畑 ．

で あ る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 、

当該 国 で害 虫 が 撲 威 され てお らず． また完 全 な 消毒 方法 が 確 立 され て い

の 生果実 の輸 入検 疫

I
6 1・鱒 出国 （ E C ）の検 疫 状 況等 に 係 る専 門家 の派‘

ない ので． 輸 入 解 禁 を検 討 で きる段 階 で比 丘い 。

輸 出国 （ E c ）の 輸 出検 控 方 法の 改 善 状 況等 に つ き視 察等 を行 うた め 専

l 遺

62．米 国の き くらんほ 及び パパ イヤに瀾 す る 日本 か

門家 を派適 す る。 （こ の場 合． E O 側 か ら具 体 的 を開 件 資料 等 の魂 ‘出が 必

要 で ある。 ）

要 員． 他 の派 遣先 圏 との 空 ラ ンス， 米 国 に かけ る検 査 場 所等 の改 善 状 況

らの植 物 防疫 官 の 増員 派 遣 等 を勘 案 し． 引 き続 き検 討 す る。

63．小麦 粉 等 食料 的盤 品 の検 査 の廃 止 小 麦粉 まで の 加 工 では．」 農林 病’害虫 の寄 主 と な 少 うるの で． 検 査 を行 う

こ とが必 要 で ある 。－

●　　　　　　　　　　 ●
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事　　　　　　　 例　　　　　　　 名 処 理 区 分 処　　　　　　　 摺　　　　　　　 内　　　　　　　 容

（家畜改 良増殖法 ）

64．牛の輸入精液の使用 自由化 D 家畜の精液は．家畜の改 良に対 して長期にわ たって大 きな彫書を与える

繊細 徴′トを生 命体で あ‘少．．家畜改 良の方向に沿 って良質の精液 を体系的に

使用 してい くための特別な配慮 が必要であ 少．諸外 国 （フランス，スイス

等 ）にかいて も規制が加え られてい も。なか．現在で、も認め られている学

術研究 目的の輸入使用については東 に広 く・熟知せ しめ る。

通　商　産　業　省
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事　　 l　 例　　　　　　 名 処 理 区 分 処　　　　　　　 理　　　　　　　 内　　　　　　　 容

（家庭用品品質表示法 ）

65． 日本語以外の表示の容認　　　　　 －

（消雪生活用製品安全法 ）

66．スポーツ用品に対する基準の療和

（高圧 ガス取蹄法 ）

67．化粧品用．エア ゾール用スプレーの肉厚等の国

B

A

A

c

，繊維製晶の組成に係 る外国語 での表示 の容認が 消醸者保護の観点か ら妥

当 をものであるかについて 調査 ・検封車してい く○ （省令 及び告示 ）

要望のあった金属バ グ トについて安全基準 を改正 した○ （省令 ）（措 固

済み ）

国際規格は ないが，安全性が確認 され次第，米国の規格 と同様の 肉厚 規

際規格の受入れ 制 とす る。 （省令 ）

68∴蓄圧器 （アキ ユームレークー ）につき同仕様の，

機器の場合のチ ェックの迅速化

輸入検査を行 っていない。

彿ふふ売高娠高麗料幽恕融

削臓腑鵠柵践抱淑髄避慣－・憾姐摘姐鰯拒甜如感触醸払趣
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事　　　　　　　 例　　　　　　　 名 処 理 区∴分 埠　　　　 ′∴理　　　　　 内　　　　　 容

（礪 庁工がJ＝取締法 ）

69．ア ル ミニウム，ガス シリンダーの豪州規格協会 A

C

C

A

c

c

C

豪州側の高圧 ガス容器の輸入検査手続に も問題 （二重検査 ）が．あるので．

（S A A ）の検査の受入れ

70．高旺容器 （空綱設備 ）の耐圧武験等に関する

A S M E ．U L 等に よるデー タの受入れ

71．同貨物についての各輸入者毎の申請の弾力的遥

今後の 日豪交渉 を踏まえて，検査官派遣に よウニ重・検査 を排除する よう痛

侵 したい。 （省令 ）

輸入検査 を行 っていない。

申請を一本化 して も，耐圧試験等については．諸 外国 と同感に全数行 う

用　　　　　　　　　　　　　　　　 ‘

72．耐圧試験等に関す る米国内検査機蘭に 上るデー

必要があるので， まとめて申滑 して も意味が ない。

米国側は我 が厨のデータを一切受け入れてい ないが，我 が国は破壊検査

タの全．面受入れ　　　　　　　　　　 －

（化学物質の審査 及び製造等の痩制に関する法律）

73．既存化学物質の範囲の拡木．新規化学物質の審

忙ついては．既 に米国データを受入れ宅か少．耐圧試験等 について も．今

後の 日米交渉 を踏 まえ．検査官派遣に よ少二重検査 を排除 する よう措置ナ

る。 （省令 ）

環境の保全 と健康障 害の防 止との乱点か ら現在の審査手続等は不可欠であ

査基準の緩和及び試験期 間の短桓化

74．同一物質についての法律毎の重複 申請の排除

75．少患化学品扱いの輸入限度畳の拡大

少．諸外国 も同様 である。 また，試験方法 は国際基準であるO E C D のガイ

ドラインに沿った ものである。

両法律の唾 旨 ・日的及び審査の観点が異 なるため．異質の データを提 出

させてお 少，そ もそ も重複 申請では ない。

国民の健康．資金の維持のため㌧　緩和は困難であ り．諸外風 もほほ 同様

の規制を行 っている。
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皐　　　　　　　 例　　　　　　　 名 ・処 理 区　分 処　　　　　　　 理　　　　　　　 内　　　　　　　 容

（化学物質の審査 及び製造等の規制に関する法律 ）

76． O E O l）試験 ガイ ドライン及び O h P 原則に基づ

くヂ「タの相互受入れ

77．O L P 制度 の採用

（ 計　 量　 法 ）

’78．ヤー ド・ポン ド法 とメー トル法の二重表示 の受入

れ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ．
t‘

（自転車輝技法 ）

79． E c かもの競輪用自転車輸入に関す る個 難の排

A　 ．

A

A

C

A ．

A

A

A

海外試験 デー タは既に受入れてい る。 （運 用 ）（措置済み ）

O E O D にかける O L P 細度の施行方法の結論 をせって対応する。

5 3 年以来・，二重表示 を受入れてい るふ （稽 健済 み ）

l

日本 自転車振興会に対 し．登録 申請 も出 され てい ない。要件に該 当すれ ・

！
吟

（電気用品取締法 ）

80．技術基準の国際規格 との統－の促進 （電気 コ－

ぱ競輪用自転車は外国製の もので も登録．可能 である。

5 6 年度か ら計 画的に検討 を行っているが， この促進を図るとと もに．

ド1 調査結果に基づ き逐 次倒置 を請 じてい く○ （省令 ）

81．型式認可申．請手続の簡素化 ・外国に比べて も簡素化 している。 （省令 ）（措置済サ ）

82．冷凍機器の絶縁抵抗，発生熱の基準の国際規格 ． 5 5 年度か ら計画的に検討 を行って高 るが， この促進 を図 るLとと もに．

との碗一 調 査結果 に拳づ き逐次稽健 を講 じてい く。 （省令 ）

83．電気製品の試験検査機関の韓園の代行機関 の紀 我が国の試験 機関が海外試験機関 との間で契約に基づ き試験デーこタの相

‘可 革盾用 を図れ る制度 を整備ナづ く． 5 6 年度 中に所要 の手続 を終 了する見

込みで あるの で．この スキームによ 少対応 してい く。 （通達 ）

ふふ．ト∴－∴T・、、融！．ここふ戒立，よ・嵐撼－．・こi山．さ1＝、・・品こ．、・・・’．」・こ1°い・思、J、→・し－．・1、・∴∴▼・・・、rここ

間榊聯脚脚脚脚嘩酢、
‥一・m！一撃1
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誠虹拉血虹臨地拉敵地加m肋脂離職描

事　　　　　　 例　　　　　　 名． 処 理 区 分 処　　　　　　　 理　　　　　　　 内　　　　　　　 容

（電気用品取締法 ）

84．唱気製品の安全基準の緩和

（工業標準化法 ）

85．黄銅製水道給水栓の J I S 規格の策定

86．J I S と国際規格 との統一の推進　 ・

A

B

A

5 6 年度か ら計痴的に検討 を行 っているが．この促進 を図 るとともに．

調 査結果に慮づ き逐次措艦を講 じてい く。 （省令 ） ・

l

E C か ら技術 食料が接出 され ないので我が方で研究 中で あ少． 5 7 年 3

月末の実験線 臭をみて判断する予定である。

国際規格 （l S O ， I もC ）との喪合性 確保のため，今後 とも改善 を推進す

るe

事　　　　　　 例　　　　　　 名 処 理 区 卑 蝿　　　　　 が　　　　　　 内　　　　 1琴

（道路運送車両法 ）

87．審査官の海外派遣　　　　　　 ∴・

88．外鳳公的試験機閲に よる試験結果の受入れ

89．外鳳作成試験データの 受入れ

A

A

A

既に欧米諸国の 自動車 ノーカーに出張審査 甲た め審畢官を承遺 している

（措置済み ）が．要望に応 じ派遭対象の拡大 を図 る。 （運 用 ）

既に欧州諸国における外国の公的試験機関に よる試験結果の受 入れを行

っている （措置済み ）が． 公的試験機関の追加指定等そ の活用ゐ拡大を国

る。 （運 用 ）

既に我が国の基準と岡轟 を外薗 纏準によク実施された試験結果を受け入れ

ている （措置済み ）が． 要望に応 じ対象の拡 大 を図 る。 （運用 ）
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事　　　　　　　 例　　　　　　　 名 処 理 区　 分 処　　　　　　　 理　　　　　　　 内　　　　　　　 容

（道路逓送車両法 ）

90．審査検査関係法令等の英文化

91．審査期間の短縮

92．規制の適用時期の猶予
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既に審査検査関係法令等の英文版 を作成 し． 逐 次改 訂を行ってい る。

（措置済み ）

鹿推 輸入車について各型式ご との審査期間を約 2 ケ月に嬉縮 している。

（措置済み ）

規制の実施に当たっては，一定期 間適用を猶予 している。 （措置済み ）

t93．排ガス平均値規 制対象台数の引上げ∴ 既に排ガスの’平均値規 制対象台数 の引上げ を行 っている。 （措置済み ）

94．型式指定の審査手続の簡素化

1

95．排 ガス試旗 におけ る輸入組合加盟の代理店に も

審査データの一部の削戒等審査手続の簡 素化を 5 7 年 串に図る。

（措置済みを含む ）（運用 ）

輸入組合加盟の代理店に よる少数台数輸入の場 合 も， 簡易 な方式を認 め．

並行輸入業者並みの取扱い 5 7 年中に実施す る。 （通用 ）

96．安全 ・騒音規制に関する メ一方‘’－．自己貴任制度 自動車の安全の確保． 公音．の防止のための制度の根幹に係ろ ものである

の採用及び陸運事務所におけ る個別検査の省略 ため．現行制度 を維持す る必要がある。

なお．米由 の要望の主 旨 （審査検査経費の底政等 ）を踏まえて．

0 提出デー タの削減

○出張審査に加え審輝 の皐 前審査の活用に 与る処理の早期化

○米国政府試験機関に 上る試験結果の活用の提案
l

忙つ‾いて．所賃の措置を図る。
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事　　　　　　 例　　　　　　 名 処 頭目区∴分 処　　　　　　　 理　　　　　　　 内　　　　　　　 容

（公衆電気通信湛 ）

97．国鞍 コンピューターアクセス ・サ」・ビス

（I C A S ）の利用

B データ通信全般の検討 と併せ検討 してい く。

・事　　　　　　　 例　　　　　　　 名 処 理 区 分 処 ・　　　　　 理　　　　　　　 内　　　　　　　 容

（・消　 防　 法 ）　　　　　　　　 ・’

98．危険物輸送 に即 し， E C 基準に よる容器の受入 A l M c O 基 準に適合する国際時速用 コンテナについては．危険物の規制に

れ

t

関する政令第 2 3 条を適用 し．l S O 規格に よる緊緒装置 の．設置を 自動車に

義 務づけるこ と・を条件に．仕切軋　 防波板等 を不要 とし．・陛 上輸送を仕 向

地 まで認める。

科　学　技　術　庁

事　　　　　　　 例　　　　　　　 名 処 理 区　分 処　　　　　　　 坪　　　　　　　 内 ．　　　　　 容

（放射性同位元素事に よる放射線障轟の防止に関

する法律 ）．

99．放射性同位元素の輸送に関す る検査 ・証 明の軽 C カナダか らの要望には． 誤解に基づ く点 も少 な くない と考え られ．かつ．

減 カナダ側の審査の実態等十 分に把握す る必要が あるので． これ らの息につ

い て調査を している ところであ る。
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